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事 務 連 絡

平成 １７年１１月２５日

都道府県

御中各 指定都市 介護保険担当課

中 核 市

厚生労働省老健局老人保健課企画法令係

官報掲載事項の一部訂正について

平成１７年９月７日付の官報に掲載された厚生労働省令及び厚生労働省告示につい

ては別紙のとおり一部訂正が行われ 予定ですのでお知らせします。る

なお、当該一部訂正の官報掲載日は未定ですが、官報掲載の際には改めてご連絡す

る予定です。



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
十
七
年
九
月
七
日
公
布
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
八
号
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

四
五

上

一
九

又
は
五
月

、
五
月
又
は
六
月



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
十
七
年
九
月
七
日
公
布
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
九
号
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

（
原
稿
誤
り
）

六
五
ペ
ー
ジ
三
段
目
六
行
目
と
七
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
条

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
第
九
条
第
一
項
中
「
算
定

し
た
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
算
定
し
た
費
用
の
額
（
介
護
保
険
法
施
行
法
（
平

成
九
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
護
旧
措
置
入
所
者

に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
）
」
と
す
る
。

六
九

三

一
五
～
二
〇

「
な
お
、
廊
下
の
一
部
の
幅
を
拡
張
す
る
こ
と

に
よ
り
、
入
院
患
者
、
従
業
者
等
の
円
滑
な
往

来
に
支
障
が
生
じ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

七
〇

一

一
〇
～
一
五

は
、
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ

て
は
、
一
・
八
メ
ー
ト
ル
以
上
）
と
し
て
差
し

支
え
な
い
。
」
を
削
除
す
る
。

七
〇

三

四
～
九

七
三

三

一
一

基
準
第
四
十
条

基
準
（
以
下
「
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
新
基

準
」
と
い
う
。
）
第
四

十
条

七
三
ペ
ー
ジ
三
段
目
一
七
行
目
と
一
八
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
四
条

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

新
基
準
第
九
条
第
三
項
第
一
号
中
「
食
費
の
基
準
費
用
額
（
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の

は
「
食
費
の
基
準
費
用
額
（
特
定
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
（
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十

三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
あ

っ
て
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
基
準
費
用
額
）
（
法
第
五
十
一
条
の

二
第
四
項
」
と
、
「
食
費
の
負
担
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
食
費
の
負
担
限
度
額
（
特

定
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
一

号
に
規
定
す
る
食
費
の
特
定
負
担
限
度
額
）
」
と
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
新
基
準

第
九
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
十
一
条
第
三
項
第
二
号
中
「
居
住
費
の
基
準
費
用
額



（
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
費
の
基
準
費
用
額
（
特
定
要
介
護
旧
措
置
入
所

者
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費

の
特
定
基
準
費
用
額
）
（
法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
居
住
費
の
負
担
限
度

額
」
と
あ
る
の
は
「
居
住
費
の
負
担
限
度
額
（
特
定
要
介
護
旧
措
置
入
所
者
に
あ
っ
て

は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定
負
担

限
度
額
）
」
と
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
新
基
準
第
四
十
一
条
第
三
項
第
一
号
中
「

食
費
の
基
準
費
用
額
（
同
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
食
費
の
基
準
費
用
額
（
特
定
要

介
護
旧
措
置
入
所
者
に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
一
号
に

規
定
す
る
食
費
の
特
定
基
準
費
用
額
）
（
法
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
」
と
、
「
食
費

の
負
担
限
度
額
」
と
あ
る
の
は
「
食
費
の
負
担
限
度
額
（
特
定
要
介
護
旧
措
置
入
所
者

に
あ
っ
て
は
、
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
一
号
に
規
定
す
る
食
費
の
特

定
負
担
限
度
額
）
」
と
す
る
。

七
三

三

二
一

第
四
条

第
五
条

七
三

四

四

第
五
条

第
六
条

七
三

四

後
ろ
か
ら
二
〇

第
六
条

第
七
条

七
四

一

一
四

第
七
条

第
八
条

七
四

一

後
ろ
か
ら
一
一

第
八
条

第
九
条



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
十
七
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
号
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

七
四

下

終
わ
り
か
ら
三
行
目
を
削
除
す
る
。

八
一

下

終
わ
り
か
ら
二
行
目
か
ら
一
行
目
ま
で
を
削
除
す
る
。



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
十
七
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
一
号
（
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

八
四

下

六

八
六

上

二
三

摂
食

機
能

を
考

慮
し

摂
食

機
能

を
考

慮
し

、

八
八

上

終
わ
り
か
ら
一

た
栄

養
ケ

ア
計

画
食

形
態

に
も

着
目

し
た

四

栄
養

ケ
ア

計
画

九
〇

上

一
六

九
二

上

一
六

指
定

介
護

老
人

福
祉

施
介

護
老

人
保

健
施

設

八
六

上

終
わ
り
か
ら
一

設

八



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
十
七
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
二
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等

の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

九
三

上

一
九

イ
⑷
の
注

イ
⑸
の
注

九
三

上

終
わ
り
か
ら
一

イ
⑹
の
注

イ
⑺
の
注

三

九
三

上

終
わ
り
か
ら
九

イ
⑺
の
注

イ
⑻
の
注



ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
十
七
年
九
月
七
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
四
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設

基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

九
六

下

一
九
～
二
〇

第
十
七
号
、
及
び
第
二

第
十
七
号
及
び
第
二
十

十
二
号

二
号

九
六

下

二
〇
～
二
一

附
則
第
四
条
第
一
項
又

附
則
第
五
条
第
一
項
又

は
第
六
条
第
一
項

は
附
則
第
七
条
第
一
項

九
六

下

終
わ
り
か
ら
一

附
則
第
四
条
第
一
項
又

附
則
第
五
条
第
一
項
又

四
～
一
三

は
第
六
条
第
一
項

は
附
則
第
七
条
第
一
項

九
八

上

九

附
則
第
四
条
第
一
項

附
則
第
五
条
第
一
項

九
八

下

二
三

附
則
第
六
条
第
一
項

附
則
第
七
条
第
一
項

九
八

下

終
わ
り
か
ら
一

附
則
第
六
条
第
一
項

附
則
第
七
条
第
一
項

五




